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(57)【要約】
【課題】肺炎を予防および／または改善するための組成
物を提供する。
【解決手段】分子状水素を有効成分として含む、被験体
において、肺炎と肺炎に関連する症状を予防および／ま
たは改善するための組成物。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　分子状水素を有効成分として含む、被験体において、肺炎と肺炎に関連する症状を予防
および／または改善するための組成物。
【請求項２】
　前記肺炎が、細菌性肺炎、ウイルス性肺炎、真菌性肺炎、および、薬剤性肺炎からなる
群から１つまたは２つ以上選択される肺炎である請求項１に記載の組成物。
【請求項３】
　前記肺炎に関連する症状が、のどの痛み、発熱、咳、くしゃみ、喀痰、呼吸困難、全身
倦怠感、吐き気、疲労、胸部痛、息切れ、鼻水、白血球の減少、下痢、頭痛、肺機能の低
下、心臓機能の低下、および、腎臓機能の低下からなる群から１つまたは２つ以上選択さ
れる症状であることを特徴とする請求項１または２に記載の組成物。
【請求項４】
　前記分子状水素を含む液体又は気体である、請求項１から３のいずれか１項に記載の組
成物。
【請求項５】
　前記分子状水素を含む液体が、１～１０ｐｐｍの水素濃度を有する、請求項４に記載の
組成物。
【請求項６】
　前記分子状水素を含む気体が、ゼロ（０）より大きく、かつ１８．５体積％以下の水素
濃度を有する、請求項４に記載の組成物。
【請求項７】
　前記被験体が、ヒトを含む哺乳動物である、請求項１～６のいずれか１項に記載の組成
物。
【請求項８】
　水素ガス生成装置、水素水生成装置、又は水素ガス添加装置を用いて作製される、請求
項１～７のいずれか１項に記載の組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被験体において、肺炎を予防および／または改善するための分子状水素含有
組成物を提供する。
【背景技術】
【０００２】
　肺炎とは、肺の炎症性疾患の総称であり、世界では年間４．５億人（人口の７%）が発
症しており、うち４００万人が死亡している。特に２０１９年末から２０２０年にかけて
新型コロナウイルス（ＳＡＲＳ－ＣｏＶ－２）の感染が中国武漢のアウトブレイクをきっ
かけに全世界に拡大し、世界的なパンデミックとして社会的問題になっている。２０２０
年２月２６日現在、世界中で８１、００６件のＳＡＲＳ－ＣｏＶ－２感染者が確認され、
そのうち２７６４人がＳＡＲＳ－ＣｏＶ－２の感染に起因する肺炎などの呼吸器疾患によ
り死亡しているが、有効な治療方法を見出せていない。
本発明の有効成分である水素は、活性酸素種に起因する酸化ストレスを抑制する抗酸化反
応性を有し、マウスを用いた研究で慢性気管支炎や閉塞性肺気管支炎を改善した前例があ
る（特許文献１）。しかしながら、水素による難治性の肺炎の改善効果が確認された前例
はない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第６６２８４４９号
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　肺炎を予防および／または改善することができるならば、患者の苦痛を軽減し、かつ生
活の質を改善することができるだけでなく、医療費の削減にも貢献できるだろうと考えら
れる。上記のとおり、肺炎を予防および／または改善に有用な成分もしくは物質は、ほと
んど知られていない。
【０００５】
　このような状況下で、本発明の目的は、分子状水素を使用することによって肺炎を予防
および／または改善し、及び/又は、肺炎と関連する症状の改善を促進することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　すなわち、本発明は、以下の特徴を包含する。
（１）分子状水素を有効成分として含む、被験体において、肺炎と肺炎に関連する症状を
予防および／または改善するための組成物である。
（２）前記肺炎が、細菌性肺炎、ウイルス性肺炎、真菌性肺炎、および、薬剤性肺炎から
なる群から１つまたは２つ以上選択される肺炎である（１）に記載の組成物である。
（３）前記肺炎に関連する症状が、のどの痛み、発熱、咳、くしゃみ、喀痰、呼吸困難、
全身倦怠感、吐き気、疲労、胸部痛、息切れ、鼻水、白血球の減少、下痢、頭痛、肺機能
の低下、心臓機能の低下、および、腎臓機能の低下からなる群から１つまたは2つ以上選
択される症状であることを特徴とする（１）または（２）に記載の組成物である。
（４）前記分子状水素を含む液体又は気体である、（１）から（３）のいずれか１つに記
載の組成物である。
（５）前記分子状水素を含む液体が、１～１０ｐｐｍの水素濃度を有する、（５）に記載
の組成物である。
（６）前記分子状水素を含む気体が、ゼロ（０）より大きく、かつ１８．５体積％以下の
水素濃度を有する、（４）に記載の組成物である。
（７）前記被験体が、ヒトを含む哺乳動物である、（１）～（６）のいずれか１つに記載
の組成物である。
（８）水素ガス生成装置、水素水生成装置、又は水素ガス添加装置を用いて作製される、
（１）～（７）のいずれか１つに記載の組成物である。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明は、被験体において、肺炎を予防および／または改善することができる。また、
本発明に係る組成物を被験体に投与することにより、難治性の敗血症をも改善できる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】実施例１の間質性肺炎の患者の水素投与前後のＣＴ写真である。
【図２】実施例１の間質性肺炎の患者の水素投与前後の図１とは異なる箇所のＣＴ写真で
ある。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　本発明をさらに詳細に説明する。
１．肺炎を予防および／または改善するための組成物
　本発明は、分子状水素を有効成分として含む、肺炎と肺炎に関連する症状を予防および
／または改善を促進するための組成物を提供する。
【００１０】
　本明細書中「肺炎」とは、気管支炎を除く肺（肺胞、間質）の炎症性疾患の総称のこと
をいう。
本明細書中「感染性肺炎」は、細菌性肺炎、ウイルス性肺炎、真菌性肺炎に分けられる。
一般に感冒・上気道炎後の続発性肺炎は細菌性肺炎であるが、時にウイルスそのものによ
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る肺炎・間質性肺炎をきたすことがある。インフルエンザウイルス肺炎、コロナウイルス
肺炎、麻疹肺炎など。病原体が原因ではない非感染性の肺炎にアレルギー性の過敏性肺炎
がある。
【００１１】
　本明細書中「細菌性肺炎」は細菌の感染を原因とした肺の急性炎症（肺炎）であり、そ
のほとんどは肺胞性肺炎である。
　本明細書中「細菌性肺炎の原因菌」とは、グラム陽性菌、グラム陰性菌、嫌気性細菌、
非定型菌、抗酸菌、マイコプラズマ等をいう。
本明細書中「ウイルス性肺炎」とは、ウイルスの感染を原因とした肺の急性炎症（肺炎）
のことをいう。
本明細書中「ウイルス性肺炎の原因ウイルス」とは、一般的にはライノウイルス、コロナ
ウイルス、インフルエンザウイルス、ＲＳウイルス、アデノウイルス、パラインフルエン
ザウイルス、単純ヘルペスウイルス、サイトメガロウイルス等のことをいう。また、これ
らのウイルスのゲノム配列に変異を生じた新型ウイルスを含む。
本明細書中「真菌性肺炎」とは、真菌の感染を原因とした肺の急性炎症（肺炎）である。
本明細書中「真菌」とは、ヒストプラズマ・カプスラーツム、ブラストミセス、クプトコ
ッカス、ニューモシスチス、コクシジオイデス等のことをいう。
本明細書中「薬剤性肺炎」とは、薬を点滴、内服が原因で薬剤本来の効能以外の予期せぬ
肺に対する有害な反応のことをいう。すべての薬剤（特に抗悪性腫瘍薬、インターフェロ
ン、抗リウマチ薬、生物学的製剤、分子標的治療薬）、栄養食品、サプリメントには肺障
害を引き起こす可能性がある。
本明細書中「難治性肺炎」とは、現代の医学、製薬業界から製造販売されているすべての
医薬品でも改善、回復が不可能または困難であり、治療方法についてもエビデンスが低く
確立されていない肺炎のことをいう。
【００１２】
　本明細書中「被験体」という用語は、哺乳動物、例えば、ヒトを含む霊長類、イヌ、ネ
コなどのペット動物、動物園などの観賞用動物などを含む。好ましい被験体はヒトである
。
【００１３】
　本明細書中、本発明の組成物の有効成分である「水素」は分子状水素（すなわち、気体
状水素もしくは水素ガス）であり、特に断らない限り、単に「水素」又は「水素ガス」と
称する。また、本明細書中で使用する用語「水素」は、分子式でＨ２、Ｄ２（重水素）、
ＨＤ（重水素化水素）、又はそれらの混合ガスを指す。Ｄ２は、高価であるが、Ｈ２より
スーパーオキシド消去作用が強いことが知られている。本発明で使用可能な水素は、Ｈ２

、Ｄ２（重水素）、ＨＤ（重水素化水素）、又はそれらの混合ガスであり、好ましくはＨ

２であり、或いはＨ２に代えて、又はＨ２と混合して、Ｄ２及び／又はＨＤを使用しても
よい。
【００１４】
　本発明の組成物の好ましい形態は、分子状水素を含む気体又は液体であり、好ましくは
分子状水素を含む気体である。
　分子状水素を含む気体は、好ましくは、水素ガスを含む空気又は、水素ガスと酸素ガス
を含む混合ガスである。分子状水素を含む気体（すなわち、本発明の組成物）の水素ガス
の濃度は、ゼロ（０）より大きく、かつ１８．５体積％以下、例えば０．５～１８．５体
積％であり、好ましくは１～１０体積％、例えば２～１０体積％、２～９体積％、２～８
体積％、３～１０体積％、３～９体積％、３～８体積％、３～７体積％、３～６体積％、
４～１０体積％、４～９体積％、４～８体積％、４～７体積％、４～６体積％、４～５体
積％、５～１０体積％、５～９体積％、５～８体積％、６～１０体積％、６～９体積％、
６～８体積％、６～７体積％などである。本発明では、爆発限界以下で水素ガス濃度が高
いほど、或いは１日あたりの水素投与量が高いほど、肺炎を予防および／または改善する
（例えば抑制又は軽減）を促進する効果が大きい傾向がある。
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【００１５】
　水素は可燃性かつ爆発性ガスであるため、肺炎を予防および／または改善するにおいて
は、ヒトなどの被験体に安全な条件で本発明の組成物に水素を含有させて被験体に投与す
ることが好ましい。
【００１６】
　水素ガス以外の気体が空気であるときには、空気の濃度は、例えば８１．５～９９．５
体積％の範囲である。
　水素ガス以外の気体が酸素ガスを含む気体であるときには、酸素ガスの濃度は、例えば
２１～９９．５体積％の範囲である。
【００１７】
　その他の主気体として例えば窒素ガスをさらに含有させることができる。
通常の水素ガス吸入療法においては、６６％や９９％の高濃度の水素ガスによってようや
く疾病（癌）に対する改善効果が示されている。しかしながら、本発明においては、ヒト
などの被験体に安全な条件で本発明の組成物に水素を含有させて被験体に投与することが
好ましく、０（ゼロ）より大きく１８．５％以下の水素低濃度であっても、肺炎に対して
十分な改善効果を示すことができる。
【００１８】
　分子状水素を含む液体は、具体的には、水素ガスを溶存させた水性液体であり、ここで
、水性液体は、非限定的に、例えば水（例えば精製水、滅菌水）、生理食塩水、緩衝液（
例えばｐＨ４～７．４の緩衝液）、点滴液、輸液、注射溶液、飲料（例えば、緑茶、紅茶
などの茶飲料、果汁、青汁、野菜ジュース、など）などである。分子状水素を含む液体の
水素濃度は、非限定的に、例えば１～１０ｐｐｍ、好ましくは１．２～９ｐｐｍ、例えば
１．５～９ｐｐｍ、１．５～８ｐｐｍ、１．５～７ｐｐｍ、１．５～６ｐｐｍ、１．５～
５ｐｐｍ、１．５～４ｐｐｍ、２～１０ｐｐｍ、２～９ｐｐｍ、２～８ｐｐｍ、２～７ｐ
ｐｍ、２～６ｐｐｍ、２～５ｐｐｍ、３～１０ｐｐｍ、３～９ｐｐｍ、３～８ｐｐｍ、３
～７ｐｐｍ、４～１０ｐｐｍ、４～９ｐｐｍ、４～８ｐｐｍ、４～７ｐｐｍ、５～１０ｐ
ｐｍ、５～９ｐｐｍ、５～８ｐｐｍ、５～７ｐｐｍなどである。
【００１９】
　本発明では、爆発限界以下で溶存する水素濃度が高いほど、或いは１日あたりの水素投
与量が高いほど、肺炎を予防および／または改善する効果が大きい傾向がある。
　分子状水素を含む気体又は液体は、所定の水素ガス濃度になるように配合されたのち、
例えば耐圧性の容器（例えば、ステンレスボンベ、アルミ缶、好ましくは内側をアルミフ
ィルムでラミネーションした、耐圧性プラスチックボトル（例えば耐圧性ペットボトル）
及びプラスチックバッグ、アルミバッグ、等）に充填される。アルミは水素分子を透過さ
せ難いという性質を有している。或いは、分子状水素を含む気体又は分子状水素を含む液
体は、投与時に、水素ガス生成装置、水素水生成装置、又は水素ガス添加装置、例えば、
公知のもしくは市販の水素ガス供給装置（分子状水素を含む気体の生成用装置）、水素添
加器具（水素水生成用装置）、非破壊的水素含有器（例えば点滴液などの生体適用液バッ
グ内部へ非破壊的に水素ガスを添加するための装置）などの装置を用いてその場で作製さ
れてもよい。
【００２０】
　水素ガス供給装置は、水素発生剤（例えば金属アルミニウム、水素化マグネシウム、等
）と水の反応により発生する水素ガスを、希釈用ガス（例えば空気、酸素、等）と所定の
比率で混合することを可能にする（日本国特許第５２２８１４２号公報、等）。あるいは
、水の電気分解を利用して発生した水素ガスを、酸素、空気などの希釈用ガスと混合する
（日本国特許第５５０２９７３号公報、日本国特許第５９００６８８号公報、等）。これ
によって、例えば０．５～１８．５体積％の範囲内の水素濃度の分子状水素を含む気体を
調製することができる。
【００２１】
　水素添加器具は、水素発生剤とｐＨ調整剤を用いて水素を発生し、水などの生体適用液
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に溶存させる装置である（日本国特許第４７５６１０２号公報、日本国特許第４６５２４
７９号公報、日本国特許第４９５０３５２号公報、日本国特許第６１５９４６２号公報、
日本国特許第６１７０６０５号公報、特開２０１７－１０４８４２号公報、等）。水素発
生剤とｐＨ調整剤の組み合わせは、例えば、金属マグネシウムと強酸性イオン交換樹脂も
しくは有機酸（例えばリンゴ酸、クエン酸、等）、金属アルミニウム末と水酸化カルシウ
ム粉末、などである。これによって、例えば１～１０ｐｐｍ程度の溶存水素濃度の分子状
水素を含む液体を調製できる。
【００２２】
　非破壊的水素含有器は、点滴液などの市販の生体適用液（例えば、ポリエチレン製バッ
グなどの水素透過性プラスチックバッグに封入されている。）に水素ガスをパッケージの
外側から添加する装置又は器具であり、例えばＭｉＺ（株）から市販されている（ｈｔｔ
ｐ：／／ｗｗｗ．ｅ－ｍｉｚ．ｃｏ．ｊｐ／ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ．ｈｔｍｌ）。この装
置は、生体適用液を含むバッグを飽和水素水に浸漬することによってバッグ内に水素を透
過し濃度平衡に達するまで無菌的に水素を生体適用液に溶解させることができる。当該装
置は、例えば電解槽と水槽から構成され、水槽内の水が電解槽と水槽を循環し電解により
水素を生成することができる。或いは、簡易型の使い捨て器具は同様の目的で使用するこ
とができる（特開２０１６－１１２５６２号公報、等）。この器具は、アルミバッグの中
に生体適用液含有プラスチックバッグ（水素透過性バッグ、例えばポリエチレン製バッグ
）と水素発生剤（例えば、金属カルシウム、金属マグネシウム／陽イオン交換樹脂、等）
を内蔵しており、水素発生剤は例えば不織布（例えば水蒸気透過性不織布）に包まれてい
る。不織布に包まれた水素発生剤を水蒸気などの少量の水で濡らすことによって発生した
水素が生体適用液に非破壊的かつ無菌的に溶解される。
【００２３】
　或いは、精製水素ガスボンベ、精製酸素ガスボンベもしくは精製空気ボンベを用意し、
所定の水素濃度、所定の酸素もしくは空気濃度になるように調整した分子状水素を含む気
体や液体を作製してもよい。
【００２４】
　上記の装置又は器具を用いて調製された、分子状水素を含む気体や分子状水素を含む液
体（例えば水（例えば精製水、滅菌水）、生理食塩水、点滴液、等）は、肺炎の被験体に
、経口的に又は非経口的に投与されうる。
【００２５】
　本発明の組成物の別の形態には、被験体に経口投与（もしくは摂取）するように調製さ
れた、消化管内で水素の発生を可能にする水素発生剤を含有する剤型（例えば、錠剤、カ
プセル剤、等）が含まれる。水素発生剤は、例えば食品もしくは食品添加物として承認さ
れている成分によって構成されることが好ましい。
【００２６】
　本発明の組成物を被験体に投与する方法としては、分子状水素を有効成分とするとき、
例えば吸入、吸引等による投与、例えば経肺投与が好ましい、また、分子状水素を含む液
体を有効成分とするとき経口投与又は静脈内投与（点滴を含む）が好ましい。ガスを吸入
するときには、鼻カニューラや、口と鼻を覆うマスク型の器具を介して口又は鼻からガス
を吸入して肺に送り、血液を介して全身に送達することができる。
【００２７】
　経口投与する分子状水素を含む液体については、冷却した液体又は常温で保存した液体
を被験体に投与してもよい。水素は常温常圧下で約１．６ｐｐｍ（１．６ｍｇ／Ｌ）の濃
度で水に溶解し、温度による溶解度差が比較的小さいことが知られている。或いは、分子
状水素を含む液体は、例えば上記の非破壊的水素含有器を用いて調製された水素ガスを含
有させた点滴液又は注射液の形態であるときには、静脈内投与、動脈内投与などの非経口
投与経路によって被験体に投与してもよい。
【００２８】
　上記水素濃度の分子状水素を含む気体又は上記溶存水素濃度の分子状水素を含む液体を
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１日あたり１回又は複数回（例えば２～３回）、１週間～３か月又はそれ以上の期間、例
えば１週間～６か月又はそれ以上（例えば、１年以上、２年以上、など）にわたりヒトに
投与することができる。分子状水素を含む気体が投与されるときには、１回あたり少なく
とも３０分吸入することが好ましい。吸入時間は長いほど改善効果があることから、例え
ば、３０分から１時間、１時間から２時間、２時間から３時間、もしくはそれ以上かけて
投与することができる。また、分子状水素を含む気体を吸入又は吸引によって経肺投与す
るときには、大気圧環境下で、或いは、例えば標準大気圧（約１．０１３気圧をいう。）
を超える且つ７．０気圧以下の範囲内の高気圧、例えば１．０２～７．０気圧、好ましく
は１．０２～５．０気圧、より好ましくは１．０２～４．０気圧、さらに好ましくは１．
０２～１．３５気圧の範囲内の高気圧環境下（分子状水素含有気体を含む）で被験体に当
該気体を投与することができる。
２．肺炎を予防および／または改善するための方法
　分子状水素を含む組成物、肺炎、肺炎に関連する症状、投与量、投与方法、などについ
ては、上記１．で説明したとおりである。
【００２９】
　本発明の方法では、被験体に、ゼロ（０）より大きく、かつ１８．５体積％以下、例え
ば０．５～１８，５体積％、２～１０体積％、２～９体積％、２～８体積％、３～１０体
積％、３～９体積％、３～８体積％、３～７体積％、３～６体積％、４～１０体積％、４
～９体積％、４～８体積％、４～７体積％、４～６体積％、４～５体積％、５～１０体積
％、５～９体積％、５～８体積％、６～１０体積％、６～９体積％、６～８体積％、６～
７体積％など、好ましくは５～１０体積％、５～８体積％、例えば６～１０体積％、６～
８体積％、６～７体積％など、の分子状水素を含有する気体（好ましくは、空気もしくは
酸素）を１日あたり例えば１～３時間もしくはそれ以上にわたり吸入又は吸引し、例えば
１～３か月もしくはそれ以上、４～７か月もしくはそれ以上、１～３年もしくはそれ以上
継続することができる。
【００３０】
　或いは、本発明の方法では、被験体に、例えば１～１０ｐｐｍ、１．５～９ｐｐｍ、１
．５～８ｐｐｍ、１．５～７ｐｐｍ、１．５～６ｐｐｍ、１．５～５ｐｐｍ、１．５～４
ｐｐｍ、２～１０ｐｐｍ、２～９ｐｐｍ、２～８ｐｐｍ、２～７ｐｐｍ、２～６ｐｐｍ、
２～５ｐｐｍ、３～１０ｐｐｍ、３～９ｐｐｍ、３～８ｐｐｍ、３～７ｐｐｍ、４～１０
ｐｐｍ、４～９ｐｐｍ、４～８ｐｐｍ、４～７ｐｐｍ、５～１０ｐｐｍ、５～９ｐｐｍ、
５～８ｐｐｍ、５～７ｐｐｍなど、好ましくは３～１０ｐｐｍ、４～１０ｐｐｍ、５～１
０ｐｐｍ、５～９ｐｐｍ、５～８ｐｐｍ、５～７ｐｐｍなど、の分子状水素含有液体を、
静脈内投与の場合１回あたり例えば２００～５００ｍＬ、また経口投与の場合１回あたり
例えば５００～１０００ｍＬを投与し、例えば０．５～３か月もしくはそれ以上、４～７
か月もしくはそれ以上、１～３年もしくはそれ以上継続することができる。
【００３１】
　本発明の方法はさらに、必要に応じて、肺炎の治療に用いられる治療薬を併用してもよ
い。併用することによって、肺炎を予防および／または改善が高まることが期待される。
【実施例】
【００３２】
　以下の実施例を参照しながら本発明をさらに具体的に説明するが、本発明は当該実施例
によって制限されないものとする。
【００３３】
[実施例１]
＜水素吸入による間質性肺炎改善の症例＞
　間質性肺炎と診断された５８歳の男性の患者は、週１回水素点滴（１ｐｐｍ水素、２５
０ｍｌ）と水素ガス吸入３０分～６０分を８週間行った。水素ガスの吸入はＭｉＺ株式会
社製ＭＨＧ－２０００α（水素ガス濃度６－７％、１２０ｍｌ／ｍｉｎ）を用いた。当該
水素の投与により間質性肺炎が有意に改善したことをＣＴ所見においてすりガラス陰影が
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なくなったことから確認した。治療前と治療後のＣＴ写真を図１および図２に示す。
【産業上の利用可能性】
【００３４】
　本発明により、分子状水素を含む組成物を投与することによって、肺炎を予防および／
または改善が可能である。

【図１】

【図２】
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